
■
届
出
が
必
要
な
場
合

　

個
人
か
法
人
か
に
よ
ら
ず
、
売
買
契
約
の

ほ
か
、
相
続
、
贈
与
、
法
人
の
合
併
な
ど
あ

ら
ゆ
る
原
因
に
よ
り
森
林
の
土
地
を
新
た
に

取
得
し
た
場
合
に
、
面
積
に
関
わ
ら
ず
、
届

出
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
土

地
売
買
契
約
の
届
出
を
提
出
し
て
い
る
方
は

対
象
外
で
す
。

■
届
出
期
間

　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日
か
ら
90
日
以

内
に
、
取
得
し
た
土
地
の
あ
る
市
町
村
の
長

に
提
出
し
て
下
さ
い
。「
土
地
の
所
有
者
と

な
っ
た
日
」は
、
売
買
等
の
場
合
は
土
地
の
引

き
渡
し
が
あ
っ
た
日
、
相
続
の
場
合
は
相
続

開
始
日（
被
相
続
人
の
死
亡
日
）と
な
り
ま
す
。

相
続
に
つ
い
て
は
、
次
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
登
記
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
登

記
は
あ
く
ま
で
第
三
者
へ
の
対
抗
要
件
と
し

て
行
う
も
の
で
あ
り
、
登
記
そ
の
も
の
に
よ

り
所
有
権
が
移
転
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、
登
記
を
し
た
と
き
に
、

そ
の
後
90
日
以
内
に
届
出
を
行
う
と
い
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
届
出
事
項

　

届
出
書
に
は
、
届
出
者
と
前
所
有
者
の
住

所
氏
名
、
所
有
者
と
な
っ
た
年
月
日
、
所
有

権
移
転
の
原
因
、
土
地
の
所
在
場
所
・
面
積

と
と
も
に
、
土
地
の
用
途
等
を
記
載
し
ま
す
。

添
付
書
類
と
し
て
、
登
記
事
項
証
明
書（
写
し

も
可
）、
土
地
売
買
契
約
書
、
相
続
分
割
協
議

書
、
登
記
済
証（
権
利
書
）の
写
し
な
ど
、
届

出
者
が
そ
の
土
地
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と

が
証
明
で
き
る
も
の
と
、
土
地
の
位
置
を
示

す
図
面
が
必
要
で
す
。
届
出
様
式
は
次
ペ
ー

ジ
の
と
お
り
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
林
野
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。
制
度
に
関
す
る
通
知
や

届
出
様
式
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
で
す
。

（h
ttp

://w
w

w
.rin

y
a
.m

a
ff.g

o
.jp

/j/

keikaku/todokede/index.htm
l

）

　

担
当
：
林
野
庁
計
画
課

　
（
０
３
‐
６
７
４
４
‐
２
３
０
０
）

　　トピックス

　

森
林
の
土
地
の
所
有
者
届
出
制
度
が
４
月

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

本
誌
２
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

が
、
平
成
23
年
４
月
の
森
林
法
改
正
に
よ
り
、

今
年
４
月
以
降
、
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と

な
っ
た
方
は
市
町
村
長
へ
の
事
後
届
出
が
義

務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

届
出
に
つ
い
て
、
次
の
点
に
ご
注
意
下

さ
い
。

森林の

土地の所有者

届出制度
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相続に関する森林の土地所有者届出の留意点
　相続の際、相続の開始（被相続人の死亡）のときから、
相続財産は一旦法定相続人の共有物となり、相続財産の
分割協議が整えば所有者が特定されることとなります。
　このため、森林の土地の所有者届出については次のよ
うな手続となります。

【ケース１】

被相続人の死亡日から90日以内に分割協議が整
わない場合
　まず、被相続人の死亡日から90日以内に、法定相続人
の共有物として届出が必要です。それぞれの方がそれぞ
れの持分割合について届出をすることも可能ですし、共
同して届出をすることも可能です。
　また、その後分割協議が整ったときには、その森林の
土地の所有者となった方は、その日から90日以内にその
旨の届出を行うこととなります。

【ケース２】

被相続人の死亡日から90日以内に分割協議が
整った場合
　所有権の移転が２回（被相続人の死亡、分割協議）ある
ことになりますが、分割協議により森林の土地の所有者
となった方が、被相続人の死亡日から90日以内に届出を
出せれば、その届出だけで十分です。

※　なお、本制度は24年４月１日から施行されましたの
で、24年３月31日までの被相続人の死亡による相続につ
いては、相続の開始時点の所有権の移転（法定相続人の
共有物）に関わる届出は不要です。しかし、２４年４月１
日以降に分割協議が整い所有者が特定された場合には、
その分割協議が整った日から90日以内に土地の所有者が
届出を行う必要があります。

森林の土地所有者届出書の様式
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